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三
朝
町
山
村
開
発
セ
ン
タ
ー
徴
を
条
例
の
全
部
改
正
陀
つ
い
て

一

次
め
と
か
皇
1
朝
町
山
村
開
発
セ
ン
タ
ー
設
J
卓
条
例
の
全
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
S
て
'
地
方
自

治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
九
十
七
号
)
第
九
十
六
垂
簾
蒜
?
規
鹿
に
工
少
､
車
載
会
の
意
決
を

求
め
る
｡

昭
和
四
十
七
年
九
月
十
<
日
･
.
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月
廿
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主
朝
町
或
会
議
長
牧
田
頑
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年
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朝
町
条
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)
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第
7
粂
　
七
の
条
例
は
'
地
方
自
治
法
(
昭
和
-
宇
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
撃
言
四
十
四
条
O
l
一
第

f
頚
の
規
定
に
基
づ
き
'
三
朝
町
山
村
開
発
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
は
つ
い
て
必
賓
を
事
項
を
定

め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
?

(
設
　
健
)

第
二
条
　
三
朝
町
の
産
業
､
経
済
の
発
展
及
び
町
民
福
祉
の
向
上
を
囲
る
拠
点
と
し
て
'
三
朝
町
山
村
偶

発

セ

ン

タ

-

(

以

下

r

開

発

ゼ

y

ク

ー

｣

と

S

う

｡

)

を

次

の

と

お

力

､

設

溌

す

る

｡
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営
審
議
会
)
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三
条
　
開
発
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
に
つ
S
て
審
議
す
る
た
め
､
町
長
の
諮
問
機
鮪
と
し
て
､
三
朝
町

山
村
開
発
セ
ン
タ
ー
運
営
審
議
会
　
(
以
下
r
審
議
会
し
そ
S
う
｡
)
を
層
Y
｡

甥
　
宰
議
会
は
､
委
員
十
t
人
以
内
を
も
っ
て
組
鼓
し
､
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ぅ
ち
か
ら
､
町
長
が
委

嘱
す
る
｡

l
　
町
議
会
議
員

こ
　
農
業
委
員
会
安
貞

三
　
島
巣
協
同
組
合
理
事

四
　
森
林
鶴
合
理
車

五
　
学
識
経
験
者

三

　

人

l

　

人

】　人一

　

人

五

　

人

r
'
　
委
員
の
任
期
は
二
年
と
す
る
｡
た
だ
し
'
補
欠
の
姿
見
の
任
期
は
､
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
｡

(
使
用
の
許
可
)
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第
四
条
　
開
発
セ
ン
タ
-
を
使
用
し
エ
Q
t
と
す
る
者
は
'
町
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

(
使
用
料
)
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第
五
条
　
開
発
セ
ン
タ
ー
の
使
用
に
つ
S
て
は
､
別
表
収
定
め
る
使
用
料
を
徴
収
す
る
一

之
　
使
用
料
は
'
使
用
.
を
許
可
す
る
と
き
に
徴
収
す
る
｡

＼

(
使
用
料
の
滅
免
)

第
.
六
条
　
町
長
は
､
公
益
上
帝
促
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
使
用
料
を
凍
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(
使
用
料
の
速
達
)

第
七
条
　
す
で
旺
納
入
さ
れ
た
使
用
料
は
､
返
蓬
し
な
S
｡
た
だ
し
､
町
長
が
必
要
と
認
め
る
場
合
性
､

そ
の
全
額
叉
壮
t
部
を
速
達
す
る
と
と
が
で
き
る
｡

(
使
用
の
制
限
)

第
八
桑
　
町
長
は
､
次
の
各
号
の
蒜
酸
当
す
る
者
に
対
し
て
誓
開
発
セ
ン
タ
ー
の
入
場
各
便
用
を
許

可
:
J
を
S
｡

伺
i
i
i

･ ∫

公
共
の
秩
序
若
し
く
は
風
俗
を
み
だ
し
､
又
牲
公
益
を
青
す
る
か
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

そ
の
他
不
適
当
と
認
め
る
者
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(
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莞
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
｡
は
か
､
開
発
セ
ン
タ
-
管
理
各
運
営
意
す
る
事
項
転
､
規
則

で
定
め
る
｡

附

　

則

■
こ
の
条
例
は
､
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡
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別　表

三朝町山/村開発セy~クー使用料

I,項一一 _量目一 負_I 抹�隶�$���班��,y_ｹe�Z8怩�冑る?��eｸ怩�&* 

義, 冢亊B��昼由 ��n亊B�′ I l~ 

大魚舞垂- 捧�ﾂ��*b經���∴息ooo 亦�ﾓS���･gd..‡牽喪, 凵` 

中会議室 蔦�綛�������i.800 豫ｦ���:.4.00 �RﾙDｸｷﾂ�

I)､会議華. 稗��3�ﾃ��360 啌ﾒ經��-60 肪rﾓ����

生活改善央∴ 習皇二■L 艇ｷﾖ&�6ﾒ�a.4㌧OO 鼎��ﾒ�ー′ 5て)Oj-.∫ i � 

和.1皇~. 蔦S�C���600 抹���ﾒ�1~20 ��r� 

･+　　＼

/

1基本使用料晩節可使用時間i時佃までの嶺をhlう.

⑳　昼間料金は斤前8時30分から午後5時まで｡

⑳　雇間料金也午後5時ふら牛後IO時まで
之　追加使用料は揮用時間を超えて使用七た時間1時間の額をい､!i

-　た光し､鵡数時間姓1時間としで計算する0 .
一■-          ヽ

3 L結婚式嶺慣用科紘1回につき1`59 0円とする｡●'

4r　ー農林相教室､保健相談室､青年壷.図書峯を会議等托.使用

する場合は小会議室の料金に準ずるふ
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